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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
重
要
情
報
活
動
及
び
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
機
関
と
し
て
、
内
閣
に
、
国
家
情

報
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

二
、
会
議
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。 

１　

重
要
情
報
活
動
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
及
び
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

２　

重
要
情
報
活
動
の
推
進
及
び
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
に
際
し
配
慮
す
べ
き
内
外
の
情
勢
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
認
識

及
び
評
価 

３　

重
要
情
報
活
動
の
対
象
と
な
る
事
案
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
又
は
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
に
係
る
特
に
重
要
な
事

案
の
総
合
的
な
分
析
及
び
評
価 

三
、
会
議
は
、
議
長
及
び
議
員
で
組
織
す
る
。
議
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
、
会
務
を
総
理
す
る
。
議
員
は
、
内

閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
金
融
）
、
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
、
法
務
大
臣
、



二

外
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
防
衛
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

四
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
会
議
に
対
し
、
会
議
の
調
査
審
議
に
資
す
る
資
料
又
は
情
報
を
適
時
に
提

 

供
す
る
と
と
も
に
、
議
長
の
求
め
に
応
じ
て
、
必
要
な
協
力
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
内
閣
法
を
改
正
し
、
内
閣
官
房
に
国
家
情
報
局
を
置
く
こ
と
と
し
、
国
家
情
報
局
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

１　

内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
、
行
政
各
部

の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
等
の
う
ち
、
重
要
情
報
活

動
及
び
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
並
び
に
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
も
の 

２  
 

内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
情
報
の
収
集
調
査
に
関
す
る
事
務

３  
 

会
議
の
事
務

４　

四
に
よ
り
会
議
に
提
供
さ
れ
た
資
料
又
は
情
報
そ
の
他
の
１
か
ら
３
ま
で
の
事
務
に
係
る
資
料
又
は
情
報
を
総
合
し
て

 

整
理
す
る
事
務

六
、
国
家
情
報
局
に
、
国
家
情
報
局
長
を
置
く
と
と
も
に
、
国
家
情
報
局
長
を
特
別
職
の
国
家
公
務
員
と
す
る
。 

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


